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基本目標４ 快適で健康に暮らせる生活環境の実現 

１ 板橋区の現状 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ 活動指標 

指標名 
基準年値 

平成26年度 

めざす 

方向性 

目標値 

令和7年度 

実績値 

令和5年度 

実績値 

令和6年度 
進捗率 進捗度 

微小粒子状物質(PM2.5)の基準値Ｂ

レベル以上の日数※1 
25 日 

 
23 日  0 日  0 日 

100％ 
以上 達成 

騒音に係る環境基準の達成率※2 79 ％  
 

85 ％ 77.4 ％ 88.0 ％ 100% 達成 

※1 この指標は、板橋区が設定している微小粒子状物質（PM2.5）による健康被害に係る基準値注の発生日数となります。レベルに

より行動目安を設定しています。（注：詳細はP54「大気環境の保全・③測定結果の公表」又は下記ホームページ）  

※2 騒音規制法第18条に基づき、私たちが生活する中で広範な領域にわたり影響する騒音、主に道路交通による騒音を常時監視し、

行政として中長期的なスパンで対策・改善を図ることを目的としています。指標の算出方法は、幹線道路の騒音を定期的に測

定し、解析プログラムによって道路周辺の建物に対する道路騒音の影響を評価します。環境基準は道路の性状や道路からの距

離によって区分されています。 

◼ 参考データ 

 

 

 

 

関連するホームページ 

（自動車公害に対する取組） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/

1052746.html 

 

図２-４-１ ＰＭ２.５の基準値Bレベル以上 

（３５μg/m3超）の日数 

関連するホームページ 

（PM2.5による大気汚染について） 

 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1

006043.html 
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図２-４-２ 騒音に係る環境基準の達成率 

表２-４-１ ２０２４（令和６）年度自動車騒音常時監

視結果 

板橋区の大気は、微小粒子状物質（ＰＭ２.５）による健康被害に係る基準値を超えた日数が

0日である年が継続しており、大気の状態は良好です。 

また、板橋区内の道路交通による騒音は、幹線道路の騒音を定期的に測定し、道路周辺の建

物に対する道路騒音の影響を評価することにより把握しています。騒音に係る環境基準の達成

率は近年、概ね横ばいで推移しており、昼間の達成率が高く、夜間の達成率が低い傾向にあり

ます。板橋区は国や東京都に対し、調査結果を提供していくことにより、道路交通騒音対策で

ある自動車単体の対策強化や交通量対策、道路構造の改善による環境基準の達成率の向上を行

っていきます。 

大気汚染や騒音等の対策の取組を進め、良好な生活環境を維持することで、区民生活等の基

盤を支え、快適で健康に暮らせる生活環境の実現をめざしていきます。 

年度 
年度 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1052746.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1052746.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1006043.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1006043.html
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２ 環境施策の活動状況 

（１）大気汚染や騒音などのない生活環境の保全 
 

大気環境の保全 

① 大気汚染の監視 

大気汚染状況を把握するため、 

１９７７（昭和５２）年から順次、

大気環境測定室を設置し、現在では

６測定室（７地点）の体制で、常時

測定を行っています（図２-４-２） 

。各測定室での測定項目は、表２-

４-２のとおりです。 

また、区内には東京都が設置する 

測定局（板橋区氷川町・中山道大和

町）もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

測
定
種
別

測
定
室

用
途
地
域

所　在　地

二
酸
化
硫
黄

オ
キ
シ
ダ
ン
ト

浮
遊
粒
子
状
物
質

窒
素
酸
化
物

一
酸
化
炭
素

微
小
粒
子
状
物
質

風
向
・
風
速

温
度
・
湿
度

測
定
開
始
年
度

赤塚溜池公園 一種低層 赤塚５－３５－２７（赤塚溜池公園内） ◎ ◎ ◎ Ｓ５３

舟渡小学校 工　　業 舟渡３－６－１５（舟渡小学校内） ◎ ◎ Ｓ５３

北野小学校 一種中高 徳丸３－２３－１（北野小学校内） ◎ ◎ ◎ Ｓ５２

上板橋小学校 一種中高 東山町４７－３（上板橋小学校内） ◎ ◎ ◎ ◎ Ｓ５４

（都）板橋氷川 一種住居 氷川町１３－１（板橋第一小学校内） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Ｓ４４

上板橋小学校 近隣商業 東山町４８先（川越街道沿道） ◎ Ｓ５４

三　園 準 住 居 三園１－４７先（三園歩道橋下） ◎ ◎ ◎ ◎ Ｈ４

相　生　町 近隣商業 板橋区相生町１６先 ◎ ◎ ◎ Ｈ２５

（都）大和 商　　業 大和町１４（地下鉄駅舎上） ◎ ◎ ◎ ◎ Ｓ４７

一
般
環
境

道
路
沿
道

図２-４-２ 板橋区内幹線道路及び測定室 

表２-４-２ 板橋区大気環境測定室と測定項目（２０２５（令和７）年３月現在） 

※ 二酸化硫黄、オキシダントなど各測定項目の概要についてP96を参照 

※ 板橋氷川及び大和は、東京都が板橋区内に設置した測定局です。この資料集に掲載した板橋氷川及び大和のデータは、

東京都のデータを基に板橋区が集計したものです。 

東京都測定局

板橋区測定局
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北野小学校
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高速5号 
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《大和町交差点の大気汚染対策》 
大和町交差点は、国道１７号、環状７号線及び首都高速５号線が立体交差する３層構造の交差点で

す。沿道には中低層ビルが立ち並び、半閉鎖的な道路空間となっており、大気汚染状況調査では、二

酸化窒素（ＮＯ₂）や浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）の濃度が全国のワースト上位に位置する沿道環境が著

しく悪い地点となっていました。 

１９９３（平成５）年に学識経験者等からなる「大和町交差点環境対策検討委員会」を設置し、１

９９７（平成９）年３月に環境対策案が提案されました。対策案のうち「土壌を用いた大気浄化等

案」について、１９９８（平成１０）から１９９９（平成１１）年度に公募実験を行い、さらに２０

０１（平成１３）から２００３（平成１５）年度にかけて土壌を用いた大気浄化の実験施設によるフ

ィールド実験を実施しました。 

２００５（平成１７）年３月には交差点の北西角地に空間を作り、広場・緑地等を整備して「ＹＵ

ＭＥパーク・大和町」と名付けました。また、２０１３（平成２５）年３月に南東角地を「本町街か

ど公園」として整備しました。オープンスペースをつくることにより、交差点内の空気の滞留が抑え

られ大気汚染物質の濃度が低減（ＮＯｘで約５０パーセント、ＮＯ₂で約２５パーセント）されまし

た。 

その他の環境対策として、歩車道境界の遮音パネルへの光触媒（※Ｐ９４）の塗布や、交差点中央

部への換気施設４基の設置などを実施しています。また、高活性炭素繊維（ＡＣＦ）を用いた大気浄

化技術について２０１１（平成２３）年度から２０１８（平成３０）にかけてフィールド実験を実施

しました。 

  

  

■土壌を用いた大気浄化実験施設 

 
■ＹＵＭＥパーク・大和町 

■本町街かど公園 

 

■光触媒（ガードパイプ） 

 

■光触媒（首都高速道路橋脚部） ■換気施設 

■ＡＣＦパネル 

※板橋区における自動車公害対策はP21（基本目標１・２環境施策の活動状況・

（２）建物や交通などインフラの脱炭素化の推進「板橋区の自動車公害対策」） 
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② 大気汚染の測定結果 

大気汚染測定結果は表２-４-３のとおりです。２０２４（令和６）年度は、光化学スモッグの

要因となるオキシダント（※Ｐ９６）を除いて全ての測定項目で環境基準を達成しました。 

 

 

 

 

③ 測定結果の公表 

板橋区の大気環境測定データは、「板橋区

大気情報公開システム」で公表してきました

が、２０２２（令和４）年度にシステムを終

了し、２０２３（令和５）年度から、区ホー

ムページの「大気測定結果について」に掲載

しています。 

また、板橋区では,ＰＭ２.５に関する濃度

レベルの独自基準（図２-４-３）を定め濃度

レベルがＡ及びＢになった場合に、区ホーム

ページ、板橋区公式Ｘ（旧ツイッター）等に

より濃度情報をお知らせしています。 

なお、２０１３（平成２５）年度に独自基

準を制定以降、Ａレベルになったことは一度

もありません（２０２４（令和６）年３月現

在）。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 〇 〇 × × × × × × － － － － － － － － － － － － － － － － － －

○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ － － － × × × × － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ － － － × × × × × × － － － － － － － － － － － － － － － － － －

○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 〇 〇 × × × × × × － － － － － － － － － － － － － － － － － －

○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 〇 〇 × × × × × × － － － － － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ 〇 〇

上板橋小学校 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 － － － － － － － － － － － － － － － － － - － － － － － － － － － － － －

○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 － － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － －

○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 － － － － － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

○：環境基準以下　　×：環境基準を超えている　　－：測定無し

3 4 5 6

赤塚溜池公園

21 23 3 4 5 6 13 4 5 64 5 6 1 23 4 5 6 1 23 4 5 6 1 2

沿
道

(都)大和

三園

相生町

微小粒子状物質一酸化炭素二酸化硫黄オキシダント浮遊粒子状物質二酸化窒素

1 2

北野小学校

上板橋小学校

項目

(都)板橋氷川

環
境

測  定  室

舟渡小学校

表２-４-３ 環境基準達成状況 

図２-４-３ ＰＭ２.５濃度レベル基準 

※ 「板橋氷川」及び「大和」は、東京都の常時測定局 

※ 各測定項目や数値等詳細については、次ページ記載の区HP「環境データ集」もしくは「板橋区大気情報公開システム」

をご参照ください 

高

低

板橋区独自基準

Ａレベル

Ｂレベル

Ｃレベル

午前：85µg/m3超

午後：80µg/m3超

午前・午後とも

35µg/m3超

午前・午後とも

35µg/m3以下

区のお知らせ
・ホームページ
・ツイッター 等

国の注意喚起
指針相当

※ マイクログラム(μg)＝ 1 mg の1/1000

区のお知らせ 
・ホームページ 
・X(旧ツイッター)等 

※ マイクログラム(μg)=1mgの1/1000 
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関連するホームページ 
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1006042.html（板橋区大気汚染情報） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1045812.html（大気測定結果について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 工場・事業場における大気汚染監視 

工場・事業場・建設作業における事業活動

に伴い発生する、硫黄酸化物（※Ｐ９３）や

窒素酸化物などのばい煙、アスベストなどの

粉じん等に関しては、大気汚染防止法と東京

都環境確保条例により規制・指導しています。

区では、石油系燃料に含まれる硫黄含有率の

規制指導のため、重油（※Ｐ９３）の一日最

大使用量が３００ℓ以上の工場・事業場を対

象に、重油の調査を行い、指導を実施してい

ます。２０２４（令和６）年度に調査を行っ

た工場・事業場は５箇所で、基準を超えた工

場・事業場はありませんでした。（アスベス

ト規制は次項参照）

 

アスベスト対策 

区は一定規模以上の解体等工事現場におい

て、表２－４－５のとおり立入検査を行って

おり、２０２４（令和６）年は８０２件の立

ち入りを行っています。アスベストの含有有

無等に関する掲示看板の設置・記載不備への

指導をはじめ、継続的な監視・指導を行って

います。 

大気汚染防止法・東京都環境確保条例によ

り、解体・改修を行う建築物等のアスベスト

（※Ｐ９３）含有建材の使用状況について、

解体等工事の受注者又は自主施工者には、事

前調査の実施等が義務付けられています。 

また、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、

保温材、耐火被覆材（以下「アスベスト含有

吹付け材等」という。）を使用した建築物等

の解体・改修時におけるアスベスト飛散防止

対策として、作業基準が定められています。 

２０２０（令和２）年６月には、規制対象

レベル 

行動の目安 

午前の結果 

（午前５時～午前７時の１時間値の平均値によ

って１局の午前中の数値を算出し、測定局２局

のうち、２番目に大きい数値） 

午後の結果 

（午前５時～正午の１時間値の平均値によって１局

の午前中の数値を算出し、測定局２局のうち最大

値） 

Ａ 

「85マイクログラム/㎥」超 「80マイクログラム/㎥」超 

日平均値が注意喚起のための暫定指針値である「70マイクログラム/㎥」を超える可能性があります。  

不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしてください。 呼吸器系や循環器系

疾患のある方、小児、高齢者等の方は、体調に応じて、より慎重に行動しましょう。 

Ｂ 

「85マイクログラム/㎥」以下 

 「35マイクログラム/㎥」超 

「80マイクログラム/㎥」以下 

 「35マイクログラム/㎥」超 

１時間値の平均値が環境基準である１日平均値「35マイクログラム/m3」を超えています。特に行動を

制約する必要はありませんが体調の変化に注意しましょう。 

Ｃ 

「35マイクログラム/㎥」以下 「35マイクログラム/㎥」以下 

１時間値の平均値が環境基準である１日平均値「35マイクログラム/m3」以下でした。体調の変化等に

注意しましょう。 

指標名 
基準年値 

平成26年度 
めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

「板橋区大気情報公開シ

ステム」アクセス件数 
458,533 件 

 

0件※ ― ― 

表2-4-4 PM2.5濃度レベル別行動の目安 

関連する 

活動指標 

※：「板橋区大気情報公開システム」は令和4年度で事業終了 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1006042.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/taiki/1045812.html


第２部 環境保全の取組 基本目標４ 快適で健康に暮らせる生活環境の実現 
 

- 57 - 

関連するホームページ 
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006034.html 

（板橋区建築物の解体工事等に係る生活環境保全指導要綱） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006036.html 

（アスベスト分析調査補助金交付要綱） 

の拡大など改正大気汚染防止法が公布されま

した。改正法は、２０２１（令和３）年４月

１日から段階的に施行され、一定規模以上の

解体・改修工事は、石綿事前調査結果報告シ

ステムにより報告を行う必要があり、２０２

３（令和５）年１０月１日から、建物の事前

調査は必要な知識を有する有資格者等のみが

行えることとなり、一部の工作物の事前調査

についても令和８年１月１日から必要な知識

を有する有資格者等のみが行えることとなり

ました。 

区は、「板橋区建築物の解体等工事等に係

る生活環境保全指導要綱」を施行し、解体・

改造又は補修を伴う建設工事について、周辺

住民の工事内容の説明及び配慮を求めていま

す。（要綱の詳細は下記ホームページ参照） 

また、建築物等に使用されている吹付け材

又は保温材のアスベストの含有有無を調べた

い区民等に対し、分析調査費用の一部を助成

しています。（最高５万円を限度として分析

調査に要する額を助成します）。 

 区では立ち入りによる継続的な指導・監視

を行い、解体等工事現場におけるアスベストの

適切な処理を進めることにより、地域住民の安

全安心な生活環境の実現をめざしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射線対策 

区では、２０１１（平成２３）年６月か

ら板橋区役所正面玄関付近で空間放射線量

の測定を実施し、測定結果を区ホームペー

ジで公開しています。（３カ月ごとの平均

値は表２-４-６のとおり） 

２０１１（平成２３）年３月に発生した

東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所

での事故発生後、大気中の放射線量等につ

いて、健康被害への心配の声が寄せられた

ことを受け、区民の安心をより確かなもの

とするため、放射線量の測定を実施してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 件数 

2024（令和６）年度 802 

2023（令和５）年度 674 

 
4～6 月 7～9 月 10～12 月 1～3 月 

2011（平成 23）年度 0.11※ 0.10 0.09 0.09 

2012（平成 24）年度 0.08 0.08 0.08 0.08 

2013（平成 25）年度 0.08 0.08 0.07 0.07 

2019（令和元）年度 0.07 0.07 0.07 0.07 

2020（令和２）年度 0.07 0.07 0.07 0.07 

2021（令和３）年度 0.07 0.07 0.07 0.05 

2022（令和４）年度 0.04 0.04 0.06 0.07 

2023（令和５）年度 0.07 0.07 0.07 0.06 

2024（令和６）年度 0.06 0.07 0.06 0.07 

表２-４-５ アスベストに関する立入検査

数 

表２-４-６ 空間放射線量測定結果 

※アスベスト除去費用に対する融資制度はP70（公害の未然防止⑥「公害防止資金のあっ旋等」） 

※ 平成23年6月の測定結果の平均値 

単位：μSv/h（マイクロシーベルト/時) 

 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006034.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006036.html
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関連するホームページ 

（放射線） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/houshasen/index.html（放射線） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/houshasen/1006123.html 

（測定機器の貸出） 

区が除染等の対応を行う基準は、地上1メ

ートルの高さで毎時１マイクロシーベルト

（子どもが使用する区施設にあっては、地上

１メートルの高さで毎時０.２３マイクロシ

ーベルト）としています。 

 

① 放射線測定機器（簡易型）の貸出 

区では、区民のみなさん自身で自宅などの

身近な場所の放射線量が測定できるよう、区

内在住の方や団体へ放射線量を測定する機器

（シンチレーション式サーベイメータ）を貸

出しています。 

 

 

騒音・振動対策 

① 道路交通騒音・振動 

区内の自動車公害の状況を全般的に把握するため、区内全域で一定期間ごとに移動調査を実施

しています。 

(Ⅰ) 常時測定結果 

測定局において騒音レベルを常時測定しており、常時測定結果の年度別時間帯別基準適合状況

は表２-４-７のとおりです。常時測定の経年推移はほぼ横ばいで、過去１０年で要請限度（※Ｐ

９５）を超えている地点はありません。なお、測定局においての騒音常時測定は令和５年度をも

って終了し、区内全域での移動調査に移行しました。 

 

(Ⅱ) 移動調査結果 

図２-４-５のとおり幹線道路を

中心とした８地点において騒音、

振動、交通量の移動調査を実施し

ています。２０２４（令和６）年

度の調査結果は表２-４-８のとお

りで、騒音は８地点中、昼間で８

地点、夜間で４地点が環境基準を

満たしました。また、昼間・夜間

ともに要請限度を超えた地点はな

く、振動が要請限度を超えた地点

はありませんでした。 

▶表２-４-７  自動車騒音経年変化 

図２-４-５ 自動車公害調査測定地点 

単位： dB 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
環境
基準

要請
限度

昼間 71 71 71 71 74 71 71 71 71 71 70以下 75以下

夜間 70 70 70 70 70 70 69 69 69 69 65以下 70以下

昼間 62 61 61 61 61 61 61 61 61 61 70以下 75以下

夜間 59 59 59 59 58 58 58 58 58 58 65以下 70以下

昼間 68 68 67 67 67 67 67 67 67 68 70以下 75以下

夜間 66 65 66 64 64 64 64 64 64 65 65以下 70以下

は環境基準オーバー は要請限度オーバー

上板橋測定室

三園測定室

相生町測定装置

※令和５年度をもって終了し 

区内全域での移動調査に移行 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/houshasen/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/houshasen/1006123.html
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(Ⅲ) 道路交通の騒音・振動対策 自動車騒音の単体規制 

環境施設帯（植樹帯、遮音

壁、歩道、自転車道等）の整

備、路面の補修や低騒音舗装等

の対策が考えられることから、

現在、主要な幹線道路である国

道（中山道、新大宮バイパス

等）や都道（環状七号線、環状

八号線、高島通り等）では、右

記のような対策がされていま

す。 

これら以外の沿道対策として

「幹線道路の沿道の整備に関す

る法律」が、道路交通騒音によ

る障害の防止と、沿道の合理的

な土地利用を図ることを目的と

して制定されています。 

  

昼間平均 夜間平均 環境基準 要請限度 昼間平均 夜間平均 要請限度

① 一般国道17号（中山道） 板橋二丁目67番地先 商業 68 65 47 46

➁ 都道447号線（補助204号） 舟渡三丁目6番地先 工業 69 66 48 40

③ 環状7号線（環七通り） 双葉町42番地先 近隣商業 69 67 51 50

④ 長後赤塚線（高島通り） 蓮根三丁目6番地先 準住居 70 67 48 44 昼65/夜60

⑤ 一般国道254号（川越街道） 大山町13番地先 商業 68 65 39 36

⑥ 環状6号線（山手通り） 熊野町25番地先 商業 68 66 51 51

⑦ 環状8号線（環八通り） 小豆沢四丁目29番地先 工業 69 65 44 40

⑧ 一般国道17号（新大宮バイパス） 赤塚七丁目25番地先 第一種住居 63 62 47 46 昼65/夜60

凡例

昼70/夜65 昼75/夜70

等価騒音レベル（dB） 等価振動レベル（dB）

昼70/夜65

昼70/夜65

地点№ 路線名 測定場所 用途地域

:（騒音）環境基準超過 :（騒音・振動）要請限度超過

■環境施設帯（写真は植樹帯） 

環境施設帯は、幹線道路の沿道の

生活環境保全のために設置されま

す。 

■低騒音舗装 

車が走行する際の接地音やエン

ジン音の路面反射を吸収・低減さ

せます。 

裏面吸音板 

■遮音壁 

遮音壁を設けることによって回り込

む音のエネルギーが小さくなります。 

■裏面吸音板 

裏面吸音板は、下からの音の反射

音を低減させる働きがあります。 

表２-４-８ ２０２４（令和６）年度自動車公害調査結果 
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② 鉄道騒音 

(Ⅰ) 鉄道騒音の概況 

区内には東武東上線、都営三田線、東京メト

ロ有楽町線及び副都心線、ＪＲ埼京線、東北・

上越・北陸新幹線が走っています。現在、在来

線に対する騒音の環境基準はなく、新幹線のみ

が定められています。 

(Ⅱ) 新幹線における騒音 

図２-４-６において、軌道から１２.５ｍ と

２５ｍ の地点で新幹線の騒音測定を毎年実施して

います。測定結果は表２-４-９のとおりです。２

０２４（令和６）年度は環境基準値（７５デシベ

ル）を上回っておらず、過去１０年間においても

環境基準は超過していません。 

 

 

 

 

 (Ⅲ) 在来線における騒音 

図２-４-７において在来線の騒音測定を実施して

います。当該地点における在来線に対する環境基準

は存在しませんが、参考に騒音を測定しています。

測定結果は表２-４-１０のとおりです。 

 

     

 

 

 

 

(Ⅳ)鉄道騒音・振動対策 新幹線における騒音対策 

新幹線騒音の主な騒音発生原因は、高速走

行することで発生する風切り音や駆動音など

が挙げられます。騒音対策として有効な方法

は、大きく分けて以下の2種類に分けられま

す 

 

 

 

 

 

(a) 発生した後の音を小さくする方法 

現在行われている対策は、騒音レールの

防震ゴムや防音壁などが挙げられます。 

(b) 発生源である新幹線から発生する音自体を

小さくする方法 

既存車両の改造や新型車両の開発などが

対策として挙げられます。 

軌道からの距離 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

12.5 m（参考） 70 65 66 64 65 64 67 65 73 72 

25.0 m 69 65 65 62 64 63 67 65 73 72 

軌道からの距離 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

昼（7～22時） 64 66 64 66 65 67 66 66 64 66 

夜（22～7時） 60 61 59 62 61 63 61 62 60 62 

表２-４-９ 新幹線騒音経年変化 

図２-４-６ 新幹線鉄道騒音調査地点 

調査地点：板橋区舟渡１丁目７番地先 

類型Ⅱ［環境基準 ７５ ｄＢ 以下］ 

※地図の出展：地理院地図 

▶図２-４-７ 在来線鉄道騒音調査地点 

調査地点：板橋区成増３丁目２６番地先 

測定対象：東武東上線 

※地図の出展：地理院地図 

表２-４-１０ 騒音測定結果（等価騒音レベル：ＬＡｅｑ） 

※軌道中心から12.5メートル離れた地点で測定しています。 
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※ 合計の（）は、特定建設作業実施届数 

 

※ 合計の（）は、特定建設作業実

施届数 

 

※ 合計の（）は、特定建設作業実施届数 

 

※ 合計の（）は、特定建設作業実施届数 

これまで区内を走行する新幹線騒音は環境

基準が満たされてきましたが、さらに近年、

従来走行していたＥ２系やＥ３系の新幹線よ

り走行音の小さなＥ５系やＥ７系、Ｅ８系と

いった新型車両が相次いで開発され、新型車

両の運行割合が増加したことで騒音レベルは

さらに小さくなりました。 

(Ⅴ)在来線における騒音対策 

在来線の主な騒音発生原因は車輪やレール

の継ぎ目による騒音、電車自体の駆動音など

が挙げられます。現在の騒音対策として車輪

の研磨、ロングレール化の促進、軌道の改良

などが行われています。 

在来線については、新線を建設する場合に

は等価騒音レベル（※Ｐ９４）で昼間（７時

から２２時まで）は６０デシベル以下、夜間

（２２時から翌日７時まで）は５５デシベル

以下とするとの指針が１９９５（平成７）年

１２月に環境省より出されています。 

③ 建設騒音・振動 

建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生

する作業を、騒音規制法及び振動規制法では

「特定建設作業」、東京都環境確保条例では

「指定建設作業」と定めています。 

騒音規制法・振動規制法では、くい打機、

びょう打機、さく岩機、空気圧縮機などを使

用する作業や、バックホウ、ブルドーザーな

ど（低騒音型を除く）を使用する掘削作業等

を特定建設作業として規制基準や作業時間を

定めており、規制基準に違反した場合には、

改善勧告や改善命令を受けることになります。 

指定地域内において特定建設作業を行う場

合は、当該特定建設作業の開始の日の７日前

までに事前の届出が必要で、区では届出を受

理するときに、付近住民へ工事内容を説明す

ることや、工法を工夫し騒音・振動をできる

だけ減らすことなどを指導しています（表２

-４-１１、表２-４-１２）。 

また、東京都環境確保条例では、特定建設

作業以外の作業（穿孔機を使用するくい打作

業や掘削機械を使用する作業など）について

「指定建設作業」として騒音・振動の規制基

準や作業時間を定めています。届出は不要で

すが、規制基準に違反した場合には、改善勧

告や改善命令を受けることになります。 

 

 

 

 

 

 

④ 工場等の騒音・振動 

区では、騒音・振動の固定発生源に対し、

騒音規制法・振動規制法と東京都環境確保条

例により騒音・振動などの規制・指導をして

います。 

 

  

(Ⅰ) 工場・事業場  

騒音・振動などの監視及び調査を実施し、

発生源の究明や防止対策の改善指導などを行

っています。工場等の設置・変更の際には、

届出が必要です。   

作業の種類 届出件数 

1 くい打機等を使用する作業 2 

2 鋼球を使用して破壊する作業 0 

3 舗装版破砕機を使用する作業 0 
 4 ｼﾞｬｲｱﾝﾄﾌﾞﾚｰｶｰを使用する作業 219 
 合      計 221(219) 

作業の種類 届出件数 

1 くい打機等を使用する作業 2 

2 びょう打機を使用する作業 0 

3 さく岩機を使用する作業 331 

4 空気圧縮機を使用する作業 14 

5 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ等を設けて行う作業 0 
6 ﾊﾞｯｸﾎｳ、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ等を使用する作業 0 

合       計 347(343) 

関連するホームページ 

（特定建設作業届出様式） 

 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/k
ankyo/todokede/1005937.html 

 
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/

kankyo/todokede/1005937.html 

 

表２-４-１２ 振動規制法による特定建設作業 

(２０２４（令和６）年度) 

 

作業の種類 
届出 
件数 

1 くい打機等を使用する作業 7 

2 鋼球を使用して破壊する作業 0 

3 舗装版破砕機を使用する作業 0 
 4 ｼﾞｬｲｱﾝﾄﾌﾞﾚｰｶｰを使用する作業 183 
 合      計 190（189） 

 (2019（平成31）年度) 

表２-４-１１ 騒音規制法による特定建設作業 

(２０２４（令和６）年度) 

 

表2-4-9 騒音規制法による特定建設作業 

(2019（平成31）年度) 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005937.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005937.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005937.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005937.html
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(Ⅱ) 深夜営業騒音  

東京都環境確保条例では、住居地域におい

て、２３時から翌日の６時まで飲食店・喫茶

店、ガソリンスタンド、ボーリング場、バッ

ティングセンター、スイミングプール、ゴル

フ練習場などの営業や材料置場における搬入

搬出などの作業について、規制基準を超える

騒音を発生させることが禁止されています。  

また、都内全域において、２３時から翌日

の６時まで飲食店・喫茶店の営業におけるカ

ラオケ装置やステレオなどの音響機器は、原

則、使用が禁止されています。  

(Ⅲ) 特定工場等  

騒音規制法や振動規制法では、特定の機械

や施設を定め、その施設を有する工場や事業

場等を特定工場等として規制指導を実施して

います。２０２４（令和６）年度の特定工場

等の諸届受付件数は表２-４-１３のとおりで

す。 

(a) 騒音規制法  

騒音規制法では、著しい騒音を発生する金

属加工機械などを特定施設として定め、それ

を設置する工場や事業場を特定工場等として

規制対象としています。特定施設の設置・変

更の際には、届出が必要です。 

(b) 振動規制法  

振動規制法では、騒音規制法と同様の規制

をしています。振動を発生する特定施設・特

定工場等が対象になります。

 

 

 

 

悪臭対策 

 悪臭公害の現状 

悪臭公害は、騒音・振動と同様に感覚公害

と呼ばれる生活に密着した問題です。このた

め、悪臭公害は、近隣の工場・事業場による

局地的な被害として苦情が寄せられるのがほ

とんどです。悪臭の発生源としては、印刷業

・食料品製造業・窯業・土石製品製造業等の

工場・事業場や、ごみの焼却・建設工事の防

水工事などがあります。悪臭の苦情は、１９

９８（平成１０）年度には１２３件のうち焼

却による悪臭が約半分を占めていました

が、その後「エコポリス板橋クリーン条

例」（関連Ｐ８５）での焼却自粛指導、東

京都環境確保条例での焼却禁止指導によっ

て悪臭の苦情自体が減少傾向にあります。

（図２-４-８） 

 悪臭規制 

工場・事業場の悪臭に関しては、悪臭防止

法と東京都環境確保条例により、規制・指導

をしています。 

区では、悪臭発生工場等の重点調査を行う

とともに、三点比較式臭袋法による臭気指数

（※Ｐ９３）（２００２（平成１４）年度ま

では臭気濃度）調査を行い、処理設備の設置

や維持管理を指導しています。 

騒音規制法に基づく諸届件数 振動規制法に基づく諸届件数 

内 

訳 

 特定工場等の設置・変更届 

 特定工場等の使用全廃届 

 特定工場等の氏名変更届など 

  

15   

18 

34 

 

 

内 

訳 

 特定工場等の設置・変更届 

 特定工場等の使用全廃届 

 特定工場等の氏名変更届など 

 

12        

14 

21 

        合      計 67 合      計    47 

関連するホームページ 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/100

5931.html（騒音・振動規制法特定工場届出様式） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/10060

26.html（騒音・振動について） 

表２-４-１３ 特定工場等の諸届受付件数（２０２４（令和６）年度） 

 

表2-4-11 特定工場等の諸届受付件数（2019（平成31）年度） 

0
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40
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80
100
120
140

（件）

（年度）

悪臭公害件数

図２-４-８ 悪臭公害の経年変化 

 

図2-4-15 悪臭公害の経年変化 

 

図2-4-9 悪臭公害の経年変化 

 

図2-4-15 悪臭公害の経年変化 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005931.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005931.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006026.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006026.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005931.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005931.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006026.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006026.html
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土壌汚染対策 

 土壌汚染対策の概要 

土壌は、環境の重要な要素であり、人をは

じめとする生物の生存の基盤として、また、

物質循環の維持の要として重要な役割を担っ

ており、食料生産機能や水質浄化・地下水涵

養機能など、多くの機能を備えています。土

壌汚染（※Ｐ９４）の原因となる有害物質は、

不適切な取扱による原材料の漏出などにより

土壌に直接混入する場合のほか、事業活動な

どによる水質汚濁や大気汚染を通じ二次的に

土壌を汚染する場合があります。市街地の土

壌汚染については、近年、工場跡地等への集

合住宅の建設や企業の環境管理意識の高揚等

によって、汚染が判明する事例が増加してい

ます。

 

 板橋区の土壌汚染対策実績 

板橋区では、１９７５（昭和５０）

年から工場跡地を中心に土壌汚染の調

査・対策を実施してきました。２００

１（平成１３）年に東京都環境確保条

例の土壌汚染対策規定が施行された以

降は、土壌汚染調査・対策の届出件数

が増加しており、１９９７（平成９）

年度から２０２４（令和６）年度の状

況は、図２-４-９のとおりです。２０

２４（令和６）年度は調査件数１７件に

対し９件（約５３％）が基準を超過し土

壌汚染対策を実施しています。 

 

ＰＣＢ対策 

板橋区では２０１９（令和元）年度に１９

７７（昭和５２）年度末までに竣工した施設、

街灯、公園灯のＰＣＢ含有について全数調査

を行い、確認された高濃度ＰＣＢを２０２２

（令和４）年度に処理しました。 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物（ＰＣＢ廃棄物）

の適正な処理を推進するために「ポリ塩化ビ

フェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する

特別措置法（ＰＣＢ特措法）」が、２００１

（平成１３）年に施行されました。       

ＰＣＢは１９５４（昭和２９）年から１９

７２（昭和４７）年まで国内製造され、高圧

トランスやコンデンサ、安定器等の絶縁油に

使用されていましたが、カネミ油症事件をき

っかけとして製造が禁止されています。特に

高濃度ＰＣＢ廃棄物はトランス、コンデンサ

は２０２１（令和３）年度末まで、安定器等、

汚染物は２０２２（令和４）年度末までの処

理期限が定められています。 

 

 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2  R3 R4 R5 R6 

悪臭測定事業場数 6 5 10 7 6 7 8 7 6 5 5 5 

文書改善指示 1 1 6 8 3 2 2 0 0 2 1 2 

関連するホームページ 

（土壌汚染の取組） 

 

https://www.city.itabashi.t

okyo.jp/bousai/kougai/kouga

i/1006038.html 

 

表２-４-１４ 悪臭発生工場等の重点調査結

果 

 

表2-4-18 悪臭発生工場等の重点調査結果 

 

表2-4-12 悪臭発生工場等の重点調査結果 

 

表2-4-18 悪臭発生工場等の重点調査結果 

※ 基準とは、平成15年度以前は東京都又は板橋区の定めた基準であり、

土壌汚染対策法の基準ではない。 

※ 各年度の件数は、土壌汚染調査開始の年度で算定している。 

 
※ 基準とは、平成15年度以前は東京都または板橋区の定めた基準であ

り、土壌汚染対策法の基準ではない。 

※ 各年度の件数は、土壌汚染調査開始の年度で算定している。 
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図２-４-９ 土壌汚染調査実績 

 

図2-4-15 悪臭公害の経年変化 

 

図2-4-9 悪臭公害の経年変化 

 

図2-4-15 悪臭公害の経年変化 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006038.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006038.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006038.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006038.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006038.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/kougai/1006038.html
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有害化学物質対策 

 大気汚染防止法及び東京都環境確保条例による規制 

(Ⅰ) 大気汚染防止法による規制 

(a)  有害物質 

有害物質は、物の燃焼等に伴い発生する物

質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害

を生ずる恐れがある物質として定義され、ば

い煙発生施設に対して排出基準が定められて

います。 

(b)  有害大気汚染物質 

有害大気汚染物質は、継続的に摂取される

場合には人の健康を損なう恐れがある物質で

大気汚染の原因となるものとして定義されて

います。 

 

 

(c)  指定物質 

有害大気汚染物質のうち、その排出又は飛

散を早急に抑制しなければならない物質を指

定物質として定義し、３物質について指定物

質抑制基準が定められています。また、この

３物質に、ジクロロメタンを加えた物質につ

いて有害化学物質の環境基準が定められてい

ます。区では、２０００（平成１２）年度か

ら板橋第八小学校屋上・北野小学校屋上・舟

渡小学校測定室の３か所でベンゼン・トリク

ロロエチレン・テトラクロロエチレンの調査

を開始しました。２００２（平成１４）年度

からはジクロロメタンを加え４物質の調査を

行っています。

 

調査地点＼項目 ベンゼン 
(μg/m3) 

トリクロロエチレ
ン 

(μg/m3) 

テトラクロロエチレ
ン 

(μg/m3) 

ジクロロメタン 
(μg/m3) 

板橋第八小学校屋上※ 0.31 0.40 0.11 1.5 

北野小学校屋上※ 0.39 0.59 0.09 1.8 

舟渡小学校測定室※ 0.26 0.92 0.16 2.1 

(都)板橋氷川局平均 0.70 0.81 0.15 3.7 

都区部一般局平均 0.73 0.91 0.19 2.3 

環境基準 3.00 130 200 150 
※の測定地点は、年2回の調査の平均値 

(Ⅱ) 東京都環境確保条例による規制 

有害ガスの規制基準値は２００１（平成１３）年４月に改正され、４２物質について定められ

ています。 

 化学物質の適正管理 

(Ⅰ) ＰＲＴＲ法による化学物質の適正管理 

ＰＲＴＲ法（※Ｐ９５）は、有害性のある

様々な化学物質の環境への排出量を把握する

ことにより、化学物質を取り扱う事業者の自

主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学

物質による環境の保全上の支障が生ずること

を未然に防止することを目的としています。 

このＰＲＴＲ法により、製造業、鉱業、電

気事業、ガス業などの２４業種で、従業員数

が２１人以上で、トルエン、キシレン、鉛等

（第一種指定化学物質（４６２物質）（※Ｐ

９４）を年間1トン以上、特定第一種指定化

学物質（※Ｐ９４）については０.５トン以

上）を取り扱う事業者に、環境中への排出量

及び廃棄物としての移動量についての届出が

義務付けられました。 

(Ⅱ)東京都環境確保条例による化学物質の適正管

理 

２０００（平成１２）年１２月に、都は

「東京都環境確保条例」を新たに制定しまし

表２-４-１５ ２０２４（令和６）年度有害大気汚染物質の調査結果 
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関連するホームページ 

（適正管理化学物質届出様式） 

 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bous

ai/kankyo/todokede/1005932.html 

た。この中で、性状及び使用状況等から特に

適正な管理が必要とされる、六価クロム、Ｐ

ＣＢ、トリクロロエチレンなどの５７項目の

化学物質（以下「適正管理化学物質」とい

う。）を取り扱う事業者に対し、自主的な適

正管理や安全性の高い代替物質への転換を促

すとともに、有害化学物質の排出抑制を図る

規定が設けられました。適正管理化学物質は

現在５９物質となっています。 

この東京都環境確保条例により、工場又は

指定作業場を設置している者で、適正管理化

学物質を年間１００ｋｇ以上取り扱う者（以

下「適正管理化学物質取扱事業者」という。）

に、毎年度、その前年度の適正管理化学物質

ごとの使用量、製造量、製品としての出荷量、

排出量及び移動量の把握と知事（区長）への

報告が義務付けられています。 

また、適正管理化学物質取扱事業者は、事

業所ごとに化学物質の取扱時における排出の

防止や事故時の安全確保を効果的に行えるよ

うに、化学物質の性状や製造工程などに応じ

た取扱方法を文書化したもの（以下「化学物

質管理方法書」という。）の作成が義務付け

られており、さらに従業員数が２１人以上の

場合には知事（区長）への提出が必要となっ

ています。なお、２０１３（平成２５）年１

０月に化学物質適正管理指針が改正され、震

災や事故等の緊急時の対応策について記入す

る項目が化学物質管理方法書に追加され、２

０２１年（令和３）年４月にも化学物質適正

管理指針が改正され、水害対策等が追加され

ました。 

 

 

 

 

公害の未然防止 

工場や事業場等には公害を未然に防止する

ため、東京都環境確保条例や騒音規制法・振

動規制法などの関係法令により、事前の認可

や立入調査等を行うことが定められています。 

 工場認可制度 

東京都環境確保条例では一定規模の物品の

製造、加工又は作業を常時行う事業場等を工

場として、規制基準の遵守、認可申請及び各

種届出、公害防止管理者の設置などを義務付

けています。また、違反した場合は、改善命

令や操業停止命令等の処分を定めています。 

(Ⅰ) 工 場 

東京都環境確保条例では、(a)定格出力の

合計が２.２キロワット以上の原動機を使用

する事業場、(b)定格出力の合計が０.７５キ

ロワット以上２.２キロワット未満の原動機

を使用する縫製、印刷、金属の打抜きなど１

４種類の事業場、(c)塗料の吹付け、金属の

鍛造、インク又は絵具の製造など４３種類の

事業場を東京都環境確保条例上の工場と定め

ています。 

(Ⅱ) 工場認可申請 

工場を設置しようとする者は、あらかじめ

工場の建物、機械設備、作業内容、騒音など

の公害防止対策を記載した認可申請書を、区

に提出して設置の認可を受けなければなりま

せん。また、工場設置後に設備等を変更しよ

うとする場合にもあらかじめ変更認可申請が

年度 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

適正管理化学物質 

使用量等報告書 

工場 62 57 55 51 52 50 

指定作業場 49 43 47 47 43 46 

化学物質 

管理方法書 

工場 3 2 6 2 4 2 

指定作業場 1 1 4 1 1 1 

表２-４-１６ 適正管理化学物質使用量等報告及び化学物質管理方法書受理件数 

 

表2-4-27 適正管理化学物質使用量等報告及び化学物質管理方法書受理件数 

 

表2-4-14 適正管理化学物質使用量等報告及び化学物質管理方法書受理件数 

 

表2-4-27 適正管理化学物質使用量等報告及び化学物質管理方法書受理件数 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005932.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005932.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005932.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005932.html
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必要なほか、氏名（社名）変更や承

継、廃止届などの届出が必要です。区

は認可申請書に基づき、現地調査等の

審査を経て６０日以内に認可できるか

どうか判断します。設置や変更認可を

受けた工場は、工事完成後「工事完成

届出書」を提出し、区の認定を受けた

後、操業できることになります。 

(Ⅲ) 板橋区の工場 

板橋区内の認可済工場数のうち、金

属製品製造業が最も多く、次いで印刷・同関

連業、一般機械器具製造業となっており、区

の地場産業を形成しています。また、用途地

域別（※Ｐ９５）に見ると、工業系の地域、

商業系の地域、住居系地域の順に操業してい

ます。 

 

 

 指定作業場届出制度 

東京都環境確保条例では、工場には該当し

ない事業場で公害発生の恐れのある事業場等

を「指定作業場」と定義して、工場と同様に

規制基準の遵守、設置等の届出等を義務付け

ています。 

(Ⅰ) 指定作業場 

自動車駐車場、ガソリンスタンド、洗濯施

設、材料置場、下水処理場、ボイラーや焼却

炉などを有する施設等３２種類の事業場を

「指定作業場」と定義しています。 

 

(Ⅱ) 指定作業場設置届 

指定作業場を設置しようとする者は、工場

と同様に、設置に先立って作業場の建物、機

械設備、作業内容等を記載した届出書を区に

提出しなければなりません。届出者は、受理

された日から３０日を経過した後でなければ

工事に着手できません。これは、届出が受理

された後、区が記載内容の審査や設置予定場

所の実査を行って、支障がある場合は届出受

理日から３０日以内に限り計画の変更を命ず

業      種 件 数 業      種 件 数 

製 

 

造 

 

業 

食料品製造業 207 

製 
 

造 
 

業 

金属製品製造業 769 
飲料・たばこ・飼料製造業 4 はん用機械器具製造業 22 
繊維工業 62 生産用機械器具製造業 57 
木材・木製品製造業 106 業務用機械器具製造業 95 
家具・装備品製造業 46 電子部品・デバイス製造業 29 
パルプ・紙・紙加工品製造業 100 

 

電気機械器具製造業 72 
印刷・同関連業 665 

 

情報通信機械器具製造業 13 
化学工業 37 輸送用機械器具製造業 116 
石油製品・石炭製品製造業 1 その他の製造業 81 
プラスチック製品製造業 131 

サ
ー
ビ
ス
業 

洗濯・理容・美容・浴場業 54 
ゴム製品製造業 11 廃棄物処理業 41 
なめし革・同製品・毛皮製造業 9 自動車整備業 

 

 

251 
窯業・土石製品製造業 15 機械等修理業 26 
ガラス・同製品製造業 3 その他の事業サービス業 40 
鉄鋼業 12 そ  の 他 

1 

1 
非鉄金属製造業 82 合計 3,158 

表２-４-１７ 板橋区内の認可済工場数（２０２５（令和７）年３月末現在） 

 

表2-4-15 板橋区内の認可済工場数（2020（令和2）年3月末現在） 
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図２-４-１０ 用途地域別認可工場数 

（２０２５（令和７）年３月末現在） 

 

図2-4-11 用途地域別認可工場数（2020（令和

２）年3月末現在） 
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ることがあるからです。 

 

 

 

 

 公害防止管理者 

(Ⅰ) 東京都の公害防止管理者制度 

東京都環境確保条例で定める規模以上の工

場は公害防止管理者を選任し、公害の未然防

止のための監督を行わせるよう定められてい

ます。２００１（平成１３）年４月から東京

都環境確保条例の改正により、公害防止管理

者の資格基準や、資格取得方法が改正されま

した。また、騒音規制法、振動規制法、大気

汚染防止法等による大規模な特定施設を設置

している工場には「特定工場における公害防

止組織の整備に関する法律」により、工場の

業種及び規模に応じて、国家資格を持った公

害防止管理者の選任が義務付けられています。

 

 

 

 

 

 

  

指 定 作 業 場 の 種 類 件

数 

指 定 作 業 場 の 種 類 件数 

レディミクストコンクリート製造場 0 豆腐又は煮豆製造場 5 

自動車駐車場 773 砂利採取場 0 

自動車ターミナル 8 洗濯施設を有する事業場 188 

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ、液化石油ｶﾞｽｽﾀﾝﾄﾞ及び天然ｶﾞｽｽﾀﾝﾄﾞ 51 廃油処理施設を有する事業場 0 

自動車洗車場 6 汚泥処理施設を有する事業場 0 

ウエスト・スクラップ処理場 5 し尿処理施設を有する事業場 0 

廃棄物の積替え場所又は保管場所 25 汚水処理施設を有する事業場 0 

セメントサイロ 0 下水処理場 1 

材料置場 29 暖房用熱風炉を有する事業所 0 

死亡獣畜取扱場 0 ボイラーを有する事業所 42 

と畜場 0 
ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ、ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関、ｶﾞｽ機関又は 

ｶﾞｿﾘﾝ機関を有する事業所 
1 

畜舎 0 焼却炉を有する事業所 5 

青写真の作成の用に供する施設を有する作業場 1 地下水揚水事業場 2 

工業用材料薬品の小分けの用に供する施設を有す

る作業場 
0 浄水場 1 

臭化メチル等を使用する食物の燻蒸場 2 病院 8 

めん類製造場 13 試験・研究機関 13 

  合計 1,179 

東京都公害防止管理者資格 選 任 対 象(人) 選 任 者 数(人) 選 任 率（％

） 

1 種 26 26 100 

2 種 155 115 74 

合 計 181 141 78 

表２-４-１８ 板橋区内の届出済指定作業場（２０２５（令和７）年３月末現在） 

 

表2-4-16 板橋区内の届出済指定作業場（2020（令和2）年3月末現在） 

表２-４-１９ 東京都公害防止管理者選任状況（２０２５（令和７）年３月末現在） 

 

表2-4-17 東京都公害防止管理者選任状況（2020（令和2）年3月末現在） 
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関連するホームページ 

（板橋区の産業融資制度） 

 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bun

ka/chusho/yuushi/1005528.html 

 

④ 公害防止資金の斡旋等 

産業融資制度 

区では産業融資制度において、融資斡旋と

利子補給を行っています。当制度の利用によ

り、事業者が公害防止対策を講じるための資

金を低利で調達できます（表２-４-２０）。 

アスベスト除去費用に対する融資制度 

区内の中小企業者（不動産貸付業を含む）

の方は、工場、店舗、事務所、賃貸共同住宅

等の、修繕時に行うアスベスト撤去工事に産

業融資制度が利用できます。 

 

 

※上記の制度は一例です。この他にもご利用いただける制度があります。 

 

 

公害相談・苦情 

２０２４（令和６）年度に、区で受け付け

た公害苦情は、合計で年間２１７件となって

おり、その内容は、工場等を発生源とする被

害に対する訴えや、開発に伴う土壌汚染、近

隣住民の生活音の問題など様々です。 

区に寄せられる公害苦情は、必要に応じて

現地調査、測定・分析を経て、発生源に対し

て指導・助言を行うものです。区民の公害に

対する意識や社会情勢の変化を反映して、多

種多様な内容になっており、公害対策を進め

る上で、重要な情報となっています。 

① 公害苦情の分類 

公害苦情は発生源別と現象別により、以下

のように分類されます。 

(Ⅰ) 公害発生源 

公害発生源は、次の４つに分類されます。 

(a) 工場：東京都環境確保条例に定める２.

２㎾以上の原動機を使用する物品の製

造・加工又は作業を行うものなど。 

(b) 指定作業場：東京都環境確保条例に定

める２０台以上の駐車場、ガソリンス

タンド、一定規模以上のボイラーを使

用する事業所など。 

(c) 建 設 作 業：騒音規制法・振動規制法

に定めるくい打ちなどの特定建設作業、

東京都環境確保条例に定めるパワーシ

ョベル等を用いる指定建設作業、その

他の建設作業。 

(d) 一般：飲食店・喫茶店、学校・病院、

一般家庭など、上記3分類以外のもの。 

(Ⅱ) 公害現象 

大気汚染（ばい煙、粉じん、有害ガス）、

水質汚濁、悪臭、騒音、振動、土壌汚染、地

盤沈下の典型７公害をいいます。 

② 最近の公害苦情の傾向 

工場及び事業場に対する公害苦情は、図２

-４-１１の発生源別に示すとおり、建設作業

が最も多く、次いで一般、工場、指定作業場

の順となっています。現象では、騒音が最も

多く、次いで振動、粉じんの順となっていま

項  目 内   容 項  目 内   容 

申込資格 業歴1年以上の法人及び個人 融資利率 長期プライムレート+0.2％以内 

融資限度額 5,000万円以内 利子補給 60か月目まで融資利率×0.3（上限1.0％) 

融資期間 10年（120か月）以内（据置1年以内を含む） 

その他 
 金融機関との協議により、必要に応じて連帯保証・担保・東京信用保証協会の信用保
証をつけることになります。 

窓 口 産業経済部産業振興課産業支援係 電話（3579）2172 

表２-４-２０ 設備資金融資 

 

表2-4-18 設備資金融資 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/yuushi/1005528.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/yuushi/1005528.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/yuushi/1005528.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/yuushi/1005528.html
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その他 ばい煙 悪臭

振動 騒音

騒音

140件

55.8%
振動

47件

18.7%

悪臭

25件

10.0%

粉じん

33件

13.1%

ばい煙

3件

1.2%

その他

3件

1.2%

建設

作業

74件

53%

一般

54件

38%

工場

7件

5%

指定作業場

5件

4%

建設作業

43件

91.5%

工場

3件

6.4%

一般

1件

2.1%

す。なお、１つの発生源で２つ以上の現象、

例えば、１つの工場から騒音と振動の現象が

ある場合は、公害発生件数と公害現象件数は

異なります。 

近年、ライフスタイルの多様化や人間関係

の希薄化により、不快な外的要因に対する人

々の不満が表面化した結果、生じる苦情が増

えています。これらは法律や条例等では解決

が困難なものも多く、快適な都市生活を維持

するためには、ルールを守ること、コミュニ

ケーションを図ることといった、社会生活に

おける周辺環境への配慮が求められています。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ おもな公害現象別発生源 

公害現象別の上位を占めるのは騒音と振動

です。まず騒音については、一般が増加傾向

にあり、主に飲食店営業によるものや産業機

械や家庭用機器の稼働によるものとなってい

ます。建設作業では主に東京都環境確保条例

に定める指定建設作業（関連Ｐ６３）や騒音

規制法に定める特定建設作業（関連Ｐ６３）

によるものとなっています。次に振動につい

ては、主に東京都環境確保条例に定める指定

建設作業や騒音規制法に定める特定建設作業

によるものとなっています。

 

  

 

 

   

   

 

▶図２-４-１１ 

公害苦情受付件数 

 

図2-4-12 公害

苦情受付件数 

▼図２-４-１２ 

公害苦情の最近の傾向 

 

図2-4-13 公害苦情の

最近の傾向 

▶図２-４-１３ 

公害現象別発生源 

 

図2-4-14 公害現象別

発生源 

建設

作業

125

件

57.6

%

一般

74件

34.1%

工場

12件

5.5%

指定作業

場 6件

2.8%

発生源別 
計217件 

現象別 
計251件 

騒音 
計140件 

振動 
計47件 



第２部 環境保全の取組 基本目標４ 快適で健康に暮らせる生活環境の実現 
 

- 70 - 

 

 
関連する 

活動指標 

 
関連する活動指標 

0 10 20 30 40 50 60

不明
無指定

工業専用
工業

準工業
商業

近隣商業
準住居
住居

中高層住居専用
低層住居専用

用
途
地
域

工場
指定作業場
建設作業
一般

④ 用途地域別公害苦情受付件数 

２０２４（令和６）年度の公害受付件数は

２１７件であり概ね横ばい、公害関係法令

に基づく改善指導件数は１０８件と大きく

減少しました。 

 

工場による苦情は主に工業系地域（準工業

地域、工業地域、工業専用地域）で発生して

います。一方、一般における苦情の半分は住

居系地域（低層住居専用地域、中高層住居専

用地域、住居地域）において発生しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 公害相談 

２０２４（令和６）年度の公害相談件数

は２６０件と２０２３（令和５）年度と比較

し大きく減少しました。大半は土壌汚染に関

するものが占められており、次に大規模建築

物相談となっています。区に寄せられる公害

相談は、区民の公害に対する意識や社会情勢

の変化を反映して、多種多様な内容になって

います。公害相談は、電話等で寄せられた相

談に対して適切な助言を行うもので、公害対

策を進める上で、重要な情報となっていま

す。 

 

 

 

 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

公害苦情件数※1 251 件  
 

255 件 217 件 横ばい 

公害関係法令に基づく改

善指導件数※2 
201 件 ― 219 件 108 件 ― 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

公害相談件数 2,182 件 ― 489 件 260 件 ― 

土壌汚染

155件

59.6%

大規模建築物等

95件 36.5%

アスベス

ト 1件

0.4%

建設工事

1件 0.4%
法・条例

2件 0.8% 焼却 1件

0.4%

その他 5

件 1.9%

公害相談合計

260件

図２-４-１４ 用途地域別公害苦情受付件数 

 

図2-4-15 用途地域別公害苦情受付件数 

※1 必要に応じて現地調査、測定・分析を経て、発生源に対して指導・助言を行ったもの 

※2 公害関係法令（東京都環境確保条例及び騒音・振動規制法等）に基づき、工場、指定作業

場等に対して 

立入検査を行い、その結果、改善指導を行った件数 

（件） 

図２-４-１５ 公害相談の内訳 

 

図2-4-16 公害相談の内訳 
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関連するホームページ 

（板橋区環境政策課公式X（旧ツイッター）） 
https://twitter.com/kan_itabashi 

 
関連する活動指標 

環境調査に関する情報の発信 

板橋区の環境調査を広く知ってい

ただくために、Ｘ（旧ツイッター）

を活用した環境調査に関する情報発

信をしており、２０２４（令和６）

年度は、１０４件の発信をしまし

た。X（旧ツイッター）では、区の鳥

ハクセキレイの「ハクちゃん」が板

橋区に棲む生き物や板橋区に植生の

ある植物の紹介、エコポリスセンタ

ーの情報や環境保全に関する啓発の

投稿（ポスト）をしています。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

環境調査に関する情報のＸ

（旧ツイッター）発信数 
25 件 

 

136 件 104 件 進展 

▶板橋区環境政策課Ｘ（旧ツイッター） 

▶区の鳥ハクセキレイの 

ハクちゃん 

https://twitter.com/kan_itabashi
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（２）潤いのある景観や美しい街並みの保全 
 

 

良好な都市景観                                  

 都市景観の概況 

板橋区の街並みは、小豆沢から赤塚方面

にかけて緑豊かな樹林地が残る崖線が“み

どり”の骨格軸を形成し、その北側には憩

いの水辺空間を創出している荒川や新河岸

川が“みず”の骨格軸を形成しています。

また、旧中山道沿いの旧板橋宿や志村一里

塚、薬師の泉など歴史を感じさせるところ

もあります｡一方、計画的に整備された高島

平の中高層住宅団地とケヤキ並木通りは都

市的で整然とした住環境を形成し、閑静な

低層住宅街として開発された常盤台は良好

な住宅地の景観を見せています。また、成

増駅北口、浮間舟渡駅前、大山駅周辺が、

再開発事業によって街の景観を一新しまし

た。 

 

 良好な都市景観への取組 

板橋区の景観に対する取組としては、１９

９０（平成２）年及び１９９２（平成４）年

に、区内の好きな街並みや、懐かしい風景、

お気に入りの建物などの写真を募集し、“活

き粋いたばしまちなみ景観賞”として表彰し

ました。川越街道の五本けやきや中台地域の

サンシティ、石神井川緑道など数十件にも及

ぶものが褒賞されました。 

また、２００２（平成１４）年度には、板

橋ならではの自然景観、都市景観、名所・旧

跡、イベントを、「板橋十景」として選定し

ました。「板橋十景」は、心に残る風景や風

物、感動や安らぎを与えるものとして現在で

も親しまれています。 

その他、２０１７（平成２９）年度策定の

「板橋区都市づくりビジョン」では、「街並

み・景観の形成」として、区民主体の活動と

連携しながら、商店街、良好な住宅地の街並

み、崖線の緑、石神井川の桜並木等の地域の

特徴や地域資源を活かした良好な景観を形成

するとしています。 

  

図２-４-１６ 板橋区の景観構造 

 

■ 石神井川の桜 
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関連する活動指標 

 良好な都市景観への誘導 

板橋区の地域特性や歴史性に配慮した、こ

まやかな景観まちづくりを進めるため、板橋

区のめざすべき景観形成の方針を示す「板橋

区都市景観マスタープラン」を２００８（平

成２０）年度に策定しました。 

さらに、２０１１（平成２３）年度には、

上記マスタープランを指針として、景観法に

基づく「板橋区景観計画」を策定しました。

この「板橋区景観計画」は、景観法の諸制度

を活用した取組を推進していくことで、板橋

区の良好な景観形成の実現を図ることを目的

としています。建築物等の届出制度や、景観

重要公共施設・景観重要建造物・景観重要樹

木の指定、表彰制度など、区民、事業者、区

が協力しあいながら行動していくことをめざ

しています。届出制度では、建築物等の形態

・意匠・色彩や緑化計画などについて景観協

議を実施し、その協議内容に基づき、建築物

等が建築されていくことで、少しずつですが、

周辺景観と調和した良好な街並みづくりが推

進されていきます。 

 

特に良好な景観の形成を図る必要があると

認める区域を「景観形成重点地区」に指定し、

地区独自の景観に関するルールを定めること

で、地区特性を生かした良好な景観の形成に

取り組んでいます。直近では、２０２２（令

和４）年４月に板橋宿不動通り地区を５地区

目として指定し、現在は６地区目の指定検討

地区として、赤塚四・五丁目において、地元

主導で景観まちづくりを推進しています。 

また、景観イベントや板橋区景観賞などの

実施により、区民の皆様一人ひとりが景観の

担い手であることをご理解いただき、景観ま

ちづくりに取り組んでいただけるよう、普及

啓発活動にも取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

環境美化活動 

 板橋クリーン作戦 

２０２４（令和６）年度の「板橋クリーン

作戦」参加者数は１６,５５８と増加していま

すが、ごみの回収量は５,８８６袋と増加して

います。 

私たちのまち板橋を、ポイ捨てのないきれ

いなまちにしていくために、全区的統一環境

行動として「板橋クリーン作戦」を年２回実

施しています。この作戦は、事前に参加者団

体を募集し、実施期間中の都合の良い日に清

掃・美化活動を行ってもらうことで、区民一

人ひとりの環境美化意識の向上及び自主的な

環境美化活動の輪を広げることを目的として

います。今後も引き続き、環境美化意識の向

上及び自主的な環境美化活動の推進に取り組

んでいきます。 

(Ⅰ) 春の板橋クリーン作戦 

（５月２５日～６月９日） 

(Ⅱ) 秋の板橋クリーン作戦 

（１１月１日～３０日） 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

景観形成重点地区指定数 4 地区  
 

5 地区  5 地区 進展 

■ 石神井川の桜 

 

■ 石神井川の桜 
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 関連する活動指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ポイ捨て防止キャンペーン 

（１２月１日～９日） 

２０２４（令和６）年度は１,２６５名の

区民の皆さんに参加いただきました。 

ポイ捨て防止キャンペーンとは、ごみのポ

イ捨てが多く、人通りの多い駅周辺等でポイ

捨て防止キャンペーンを実施することにより、

区民一人ひとりの環境美化意識を高め、板橋

区をポイ捨てのないきれいなまちにすること

を目的として実施しています。区民の皆さん

へポイ捨て禁止を訴えるだけでなく、事業所

・店舗周りの清掃や従業員への美化意識の啓

発・指導などを盛り込んで呼びかけています。 

  今後も実施内容の検討を続けながら、区民

の皆さんへの啓発活動に取り組んでいきます。 

③ 板橋クリーン作戦ごみ拾い選手権 

（２月１５日） 

２０２４年（令和６）年度は、９チーム２

４名の方に参加いただきました。 

ごみ拾い選手権は、環境美化に関する興味

関心を持ってもらうため、チーム毎に集めた

ごみの重さなどを競うイベントです。清掃活

動をより楽しくするために、ゲーム性を持た

せ、特に若い世代の人々を清掃活動へ呼び込

むことを目的として２０１３（平成２５）年

度より実施しています。今後も参加率を上げ

ていくため、環境美化意識を高めるための、

取組を推進していきます。 

 

 

 

指標名 
基準年値 
平成26年度 

めざす 
方向性 

実績値 
令和5年度 

実績値 
令和6年度 

進捗度 

「板橋クリーン作戦」参加者数 18,721 人 ― 17,203人 16,558人 ― 

「板橋クリーン作戦」におけるごみ回収量 6,600 袋 ― 5,597袋 5,886袋 ― 

関連するホームページ 

（板橋クリーン作戦） 

 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousa

i/kougai/bika/clean/index.html 

 

■ 春・秋の板橋クリーン作戦 

 

■ 春・秋の板橋クリーン作戦 

関連するホームページ 

（ポイ捨て防止キャンペーン） 

 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bou

sai/kougai/bika/1006093.html 

 

関連するホームページ 

（板橋クリーン作戦ごみ拾い選手権） 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bous

ai/kougai/bika/clean/1006106.html 

■ ごみ拾い選手権 

 

■ ごみ拾い選手権 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/clean/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/clean/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/clean/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/clean/index.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/1006093.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/1006093.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/1006093.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/1006093.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/clean/1006106.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/clean/1006106.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/clean/1006106.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kougai/bika/clean/1006106.html

